
記載例（離婚届）

実父母が離婚その他の事情で氏が違

う場合は，それぞれの現在の氏名を

記入してください。

離婚の種別に し，協議離婚以外の

場合は成立・確定・認諾した年月日

を記入してください。

届出の年月日を記入してください。

離婚に伴い住所が変わる場合，新た

に住所変更の届が必要になりますの

でご注意ください。また，世帯主が

変わる場合は世帯主変更の届も必要

です。

住所変更を同日に届出される場合，

新住所を記入してください。

なお，函館市の場合，閉庁時間にこ

れらの届出はできませんので，平日

に手続きをしてください。

平日の窓口開庁時間は午前８時４５

分から午後５時３０分までです。

旧姓にもどる方について，婚姻前の

戸籍にもどるか，自身が筆頭者の戸

籍を新たに作るか選択して記入して

ください。離婚後に婚姻中の氏を引

き続き称する場合は，「離婚の際に

称していた氏を称する届（戸籍法７

７条の２の届）」を提出してくださ

い。（離婚届と同時に提出する場合，

この欄は空欄で提出してくださ

い。）

未成年の子がいるときは親権者を父母双方とするか一方とするかを定める必要があります。ただし父母の

協議が調わない場合や裁判離婚の場合は家庭裁判所の手続によって親権者を定めます。その上であてはま

るところに子の氏名をフルネームで記入し，相違なければそれぞれチェックを入れてください。

なお，親権者を一方に定めたとしても，子の戸籍は自動的に変動する訳ではありません。婚姻の際に氏を

改めた方が親権者になる場合，離婚後の戸籍に子を入籍させるには，家庭裁判所で許可を得た後に入籍届

を市区町村に届出する必要があります。

夜間休日窓口で届出した場合や

その他確認事項がある場合に連

絡しますので，必ず平日の日中

に連絡のつく電話番号を記入し

てください。

《持参していただくもの》
（１）離婚届（１通）

（２）本人確認書類（①②いずれか）

①顔写真付きのもの１点（マイナンバーカード，運転免許証，パスポートなど）

②顔写真付きでない者２点（資格確認書，介護保険証，年金手帳など）

（３）（離婚裁判のとき）

・ 調停離婚，和解離婚，認諾離婚…各調書の謄本

・ 審判離婚…審判所謄本および確定証明書

・ 判決離婚…判決書謄本および確定証明書

※本人確認書類をお持ちでない方や夫妻のどちらか一方のみの来庁でも提出できます。ただし，本人確認ができなかっ

た方に対して，郵便で届出があったことをお知らせいたします。

婚姻中の氏で署名します。

協議離婚のときは夫妻それぞれが，裁

判離婚のときは「申立人」「訴えの提

起者」または指定された方が自署して

ください。

※押印は任意です。

協議離婚の場合のみ，証人２名の記入

が必要です。離婚の事実を知っている

成人の方であればどなたでもかまいま

せん。

※押印は任意です。

同居していた期間を分かる範囲で記入

してください。

現在も同居中の場合は同居し始めた日

にちのみ記入してください。

未成年の子がいる場合，離婚後の子育

ての分担と親子交流，養育費の分担に

ついてあてはまるものにチェックを入

れてください。また，未成年に限らず

経済的に自立していない子がいる場合

は，養育費の分担についてあてはまる

ものにチェックを入れてください。


